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  教育のための地域・社会   

子どもの可能性を開く教育を学校と家庭と地域で！ 

 

校 長   縣  利一        

 ４月１４日、熊本県に起こった地震はマグニチュード６．５で最大震度７が観測されました。さらにその２日後の

１６日の地震ではマグニチュード７．３でまたも震度７が観測されました。このように震度７が２回続くという状況

は、観測史上初めてのことで、熊本県に大きな被害をもたらしました。犠牲になられた方には心よりお悔やみを申し

上げます。また、多くの人々は、家屋が倒壊し避難所生活を余儀なくされたり、職場が被害を受け仕事が出来なくな

ったり、道路が寸断され日常品や食料の不足により不自由な生活を強いられています。さらに、県下の小学校１３７

校も、今のところ１校を除き、被害を受けたり避難所となったりし授業が行われていないようです。一刻も早く、授

業が再開されることを心から祈る気持ちです。 

 そんな中、小・中・高の児童・生徒たちが、自らも被災者で避難所生活をしていながら、避難所等で自分たちがで

きるボランティアを進んで行っているというニュースを耳にし感動しました。インタビューを受けた子どもが「自分

たちが今できることで人の役に立ちたいです。」と答える姿は本当にたくましく、悲惨な状況ではあっても未来に一

筋の光を見るようです。 

 本校においても児童会で、熊本県のために何かできないかと話し合い、募金をしたいという意見が出ています。何

か具体的な活動が決まりましたら、保護者・地域の皆さんにもご協力をいただくことがあるかもしれません。その時

はよろしくお願いします。 

 

最近、「社会構造の変化が、『発達障害』を生み出している」という言葉を目にしました。「社会が読み書きやコ

ミュニケーションを重視し活用能力を高めないと生きにくい世の中になったことで、認知特性や性格特性によりその

社会や集団に合わせることが難しい人たちが発達障害という枠に当てはめられるということなのだ。」と。たとえば、

識字率が低ければ、文字認識に難しさがあっても、あるいは文字が読めなくても発達障害という枠に入ることはなか

ったと言えます。この意見は極端なのかもしれませんが、「発想を少し変えてみませんか！」という意見とも取れま

した。つまり教育を方法とするのではなく教育そのものが目的となる「社会のための教育から教育のための社会」と

いうことではないかと。社会に役に立つ人間に育てるために教育があるのではなく、「すべての子どもが幸せに生き

ていける社会を作るための教育を行う」という発想が、大切であるということなのではないでしょうか。教育によっ

て子どもをある枠に当てはめてしまうようなことになれば、それこそ子どもにとって息苦しい教育になってしまいま

す。たとえば、黒板の字を写すことが困難である子どもならば、字を書かせることに時間を費やすのではなく、理解

が進み学力を伸ばすために、タブレット端末をもたせて文字入力で学習を進めることができます。また、音声からの

認識が優れている子どもには、音声に変換できるソフトで学習を進めるということも考えられます。要は、子どもが

学習しやすい環境をどのように準備し一人ひとりの子どもに柔軟に対応する教育が必要であるということです。「社

会構造の変化が、『発達障害』を生み出している」という言葉が「教育方法の硬直化が『発達障害』を生み出してい

る」ということにならないように、私たち教職員は常により良い教育技術を身に付け、磨くために研修をし続ける責

任と義務があるように思います。そのために、より良い授業を行うための研修は、何にもまして優先し教師の力量を

高めていけるようにしたいと思います。教職員の最も大切な仕事は、楽しく良い授業を行うことで、子どもの「知徳

体」の学力を伸ばすことですから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

生活：安全な登下校をしましょう 

給食：食事のマナーを身につけましょう 

保健：けがのない安全な生活をしましょう 

５月の生活目標 

 

 １３日（金）１４：１５から本校体育館に

てＰＴＡ総会と学校説明会が行われます。学

校経営方針や教職員の紹介がありますので、

ぜひご参加ください。 

 なお、当日は短縮５校時、１３時４５分下

校です。 

ＰＴＡ総会・学校説明会 

 

 本校は昨年度、学校給食の取り組みを文部科学大臣

から表彰されました。毎月１９日を「食育の日」とし、

毎月の食のテーマに向かい、資料をもとに理解を深め

たり、自身の生活を振り返ってより良い食生活への意

識を高めたりする取り組みをします。今月のテーマは

『食べもののはたらきを知ろう』です。 

食育推進 

 

今年の国際理解教室は、フランス出身の 

『アダニヤ ニコル先生』が一年間担当し

ます。フランスの生活習慣、動植物、食生

活、挨拶などを教えていただきます。 

 ＡＥＴの外国語学習は今年度もフィリピ

ン出身の『ジェスネル ヒュイデン先生』

が担当します。 

 

国際理解教室・ＡＥＴ 

 

保護者、児童、教職員の相談を受け付けます。 

今年度も 原 静 スクールカウンセラーが担当

いたします。お気軽に担任か児童支援専任の成瀬ま

でお申し込みください。 

 

５月１９日（木） ８：４５～１２：１０ 

スクールカウンセラー来校

日 

 
前期分の学校納入金が、５月２７日（金）に 

引き落とされます。残高をお確かめください。 

 

学校納入金が引き落とされます 

 

 

ＰＴＡ上小まつりは 

１０月１５日（土）に行われます。 

お知らせ 



 

 

 

 

＜平成２８年度 上菅田小学校運動会＞を、次の日程で行います。 

 

 

 

 

運動会に向けて、次の点の確認をお願いいたします。 
 

＜学年演技について＞ 

 ○各学年の演技は、体育の授業で扱う指導内容とします。 

 

＜短距離走について＞ 

  ○日常の体育学習と同じように、男女混合で走ります。 

 

＜全校体操について＞ 

  ○ラジオ体操を行います。 

  ○「ゆめのさかみち体操」を全校ダンスで行います。 

 

＜水筒について＞ 

○水筒の中身はお茶か水にしてください。  

※水筒は年間を通して持参できます。水筒の置き場所は、自分のロッカーの中です。 

 

＜タオルについて＞ 

○汗ふきタオルを持参してください。（保冷効果のあるタオルも可） 

○フードタイプのタオルは禁止です。 

   

 

※衛生管理：水筒は毎日持ち帰り、よく洗って中身を入れ替えてください。 

        タオルも毎日持ち帰って、洗ってください。 

※持ち物（水筒やタオル）には、必ず名前を書きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４月１２日（火）の１校時に、＜入学おめでとうの会＞を行いました。お兄さん、お姉さんに迎えられて、１年生

も上菅田小学校の仲間入りをしました。歌やゲームなど１年生を迎えるいろいろな取組を行い、１年生もとても楽し

そうでした。 

 

 

 

 

 

  

  

 

こうして上菅田小学校の大切な仲間になった１年生。給食も始まり、元気に学校生活を送っています。 

たくさん学んで、たくさん遊んで、学校生活を思い切り楽しんでほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

特別支援教育コーディネーター 
本校では、成瀬亮、川口紀明、小浜仁嗣が担当しています。 

 横浜市では、発達障害など、個別に教育支援を要するお子さんに対し、教育的ニーズを明らかにし、それ

に応じる「特別支援教育」を推進しています。本校でも、校内特別支援教育委員会を設け、担任や保護者、

関係機関との連携を図りながら研修を重ね、一人ひとりに対応できる教育を目指した取組を進めています。

そして、校内の推進役、保護者の皆様の窓口としてコーディネーターをおいています。今後の取組にご理解

とご協力をお願いいたします。 

 

 ＜特別支援教育コーディネーターの役割＞ 

・校内委員会の推進役となり、校内および関係機関との連携調整・窓口となります。 

・保護者に対する相談窓口となります。 

・担任への具体的な支援を行います。 

・スクールカウンセラーとの連携を図っていきます。 

１年生もお兄さんお姉さんの前

でしっかりと挨拶の言葉を述べ

ました。 

横浜市では「職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止に関する指針」に基づいて、各学校において

もわいせつ行為やセクシュアル・ハラスメント防止のために、校内相談窓口を設置して不祥事防止に努力し

ています。 

本校の児童に対する行為に関する相談窓口担当者は、嶋﨑文子養護教諭です。教職員・保護者に対する行

為に関する相談窓口担当者は曽根原史子副校長です。また、教育総合相談センターの一般教育相談も、セク

シュアル・ハラスメント相談窓口として利用できます。 

          教育総合相談センター ＴＥＬ ６７１－３７２６ 

養護教育実習  ５月 ９日（月）～６月 ４日（土）  大内 彩香 さん 

教育実習    ５月２４日（火）～６月１７日（金）  川端 洋介 さん 

 

６年生のお兄さんお姉さんと一緒

に入場しました。 

上級生からプレゼントをい

ただきました。 

 

○日時：平成２８年５月２１日（土） 午前８時４０分入場  

＜雨天 ２２日（日）＞  ８時４５分開会式 

           

○場所：横浜市立上菅田小学校 校庭 

 

運動会当日の応援場所や昼食場所、ト

イレ等の場所は、後日、プリントにて

お知らせいたします。 

平成２８年度 上菅田小学校運動会 


